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審決 

 

無効２０１２－８００１３５ 

 

 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 

 請求人 ナブテスコ 株式会社 

 

 （省略） 

 代理人弁護士 竹田 稔 

 

 （省略） 

 代理人弁護士 磯部 健介 

 

 （省略） 

 代理人弁護士 鈴木 良和 

 

 （省略） 

 代理人弁護士 上野 潤一 

 

 東京都品川区大崎二丁目１番１号 

 被請求人 住友重機械工業 株式会社 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 伊東 忠重 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 山口 昭則 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 大貫 進介 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 加藤 隆夫 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 佐々木 定雄 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 木田 博 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 伊東 忠彦 
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 上記当事者間の特許第４８９７７４７号「揺動型遊星歯車装置」の特許無効

審判事件についてされた平成２５年１０月３０日付け審決に対し、知的財産高

等裁判所において審決取消の判決（平成２５年（行ケ）第１０３３０号平成２

７年３月１１日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決

する。 

 

 結論 

 特許第４８９７７４７号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添

付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 

 特許第４８９７７４７号の請求項１、２に係る発明についての特許を無

効とする。 

  審判費用は、被請求人の負担とする。 

 

 理由 

第１ 手続の経緯 

 本件特許第４８９７７４７号に係る出願（以下「本件出願」という。）は、

平成１５年３月２８日に出願した特願２００３－９００６５号の一部を平成２

０年７月１１日に新たな特許出願としたものであって、平成２４年１月６日に

その発明について特許権の設定登録（請求項の数２）がなされたものである。 

  

 以後の本件に係る手続の概要は以下のとおりである。 

1． 平成２４年 ８月２９日 本件無効審判の請求 

2． 平成２４年 ９月２７日 手続補正書（請求人） 

3． 平成２４年１１月３０日 審判事件答弁書 

4． 平成２４年１１月３０日 訂正請求書 

5． 平成２５年 １月３１日 審判事件弁駁書 

6． 平成２５年 ３月 ７日 審理事項通知書 

（発送日：同年３月１１日） 

7． 平成２５年 ２月２７日 無効理由通知書、職権審理結果通知 

（発送日：同年３月１４日） 

8． 平成２５年 ４月１５日 意見書（被請求人） 

9． 平成２５年 ４月２３日 口頭審理陳述要領書（請求人） 

10．平成２５年 ４月２３日 口頭審理陳述要領書（被請求人） 

11．平成２５年 ５月１４日 口頭審理 

12．平成２５年 ５月２８日 審決の予告（発送日：同年５月３１日） 

13．平成２５年 ８月 １日 訂正請求書 

14．平成２５年 ８月 １日 上申書（被請求人） 

15．平成２５年 ９月１３日 審判事件弁駁書（２） 

16．平成２５年１０月３０日 審決（発送日：同年１１月７日） 

17．平成２７年 ３月１１日 知的財産高等裁判所において審決取消しの判決、

平成２５年（行ケ）第１０３３０号 

18．平成２７年 ３月２７日 訂正請求申立書 



 3 / 35 

 

19．平成２７年 ４月２２日 訂正請求書、上申書（被請求人） 

20．平成２７年 ６月 ８日 弁駁書、上申書（請求人） 

21．平成２７年 ７月２２日 無効理由通知書、職権審理結果通知 

（発送日：同年７月２４日） 

22．平成２７年 ８月２１日 意見書（被請求人） 

23．平成２７年 ８月２４日 意見書（請求人） 

24．平成２７年１０月１５日 審決の予告（発送日：同年１０月１９日） 

25．平成２７年１２月１８日 上申書、証拠説明書（被請求人） 

  

第２ 請求人主張 

 請求人は、審判請求書において、「特許第４８９７７４７号の特許請求の範

囲の請求項１及び２に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用

は被請求人の負担とする」との審決を求め、審判請求書、平成２４年９月２７

日付け手続補正書、平成２５年１月３１日付け審判事件弁駁書、口頭審理陳述

要領書、口頭審理、平成２５年９月１３日付け審判事件弁駁書（２）、平成２

７年６月８日付け審判事件弁駁書、及び平成２７年８月２４日付け意見書を総

合すると、請求人が主張する無効理由は、概略、次のとおりのものである。  

  

 １ 無効理由１（特許法第１７条の２第３項違反（新規事項の追加）） 

 平成２１年９月２４日付けの手続補正（以下「本件補正」という。）は、特

許請求の範囲の請求項１の「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」を「揺動型遊

星歯車装置」と補正する内容を含み、発明の対象を「外歯揺動型遊星歯車装置」

を含む上位概念の「揺動型遊星歯車装置」に拡大するものである。 

 「揺動型遊星歯車装置」に関し、本件特許出願の願書に最初に添付した明細

書、特許請求の範囲及び図面（以下「当初明細書等」という。）には「内歯揺

動型内接噛合遊星歯車装置」に関する記載があるのみで、「外歯揺動型遊星歯

車装置」に関する記載はなく、当初明細書等の記載から自明な事項でもない。  

 したがって、本件補正後の請求項１に係る発明は、当初明細書等に記載され

ていない発明を含むものとなっているから、本件補正は、当初明細書等の記載

の範囲を超える不適法なものである。請求項１を引用する請求項２についても

同様である。  

  

 ２ 無効理由２（特許法第２９条第２項（容易想到性）） 

（１） 本件特許発明１は、甲第５号証に記載されている発明、甲第５号証に

記載されている事項、周知技術、及び甲第１３号証の１ないし甲第１８号証に

記載されている事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたもの

である。 

 本件特許発明１の「伝動外歯歯車は、前記出力軸に軸受を介して支持され」

る構成に関し、「甲第５号証の段落【００１３】には、偏心差動方式減速機に

おいて減速された回転を出力する出力軸として環状部材１８が記載され、同号

証の段落【００１６】にはリングギヤ４８（伝動外歯歯車に相当）が、保持部

材１４にベアリング４６を介して配設されることが記載されているので、甲第
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５号証には、『環状部材１８を出力軸とし、リングギヤ４８を保持部材１４に

ベアリングを介して支持される』構成が記載されている。さらに、甲第５号証

（段落【００２５】）には、環状部材１８を固定し、保持部材１４を出力軸と

することが可能であることが明記されているので、保持部材１４が固定され、

環状部材１８が出力軸とする構成から、環状部材１８が固定され、保持部材１

４を出力軸とする構成に入れ替えた場合には、リングギヤ４８が出力軸である

保持部材１４に軸受を介して支持されることになるから、『リングギヤ４８が

出力軸である保持部材１４に軸受を介して支持される』構成が既に記載されて

いる。」旨主張している。（平成２５年９月１３日付け審判事件弁駁書（２）

の７ページ８行～８ページ１２行） 

  

（２） 本件特許発明２は、甲第５号証に記載されている発明に、甲第５号証

に記載されている事項、周知技術、及び甲第１３号証の１ないし甲第１８号証

に記載されている事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたも

のである。 

 本件特許発明２の「伝動外歯歯車の径方向において、前記モータ軸は前記中

間軸よりも外側に配置されている」構成に関し、「モータから減速機に回転を

伝達する駆動機構において、回転中心軸と異なる位置に平行に配置される中間

軸を介在させることは周知の技術である。また、甲第５号証には、サーボモー

タの出力軸を、径方向において中心から外側にオフセットして配置する技術思

想が記載されているのであるから、中間軸を介在させる場合にも、サーボモー

タの出力軸は中間軸よりも径方向に外側に配置する構成がごく自然に選択され

る。」旨主張している。（平成２５年９月１３日付け審判事件弁駁書（２）の

１０ページ３行～１８行） 

  

 ３ 無効理由３（特許法第２９条第２項（容易想到性）） 

（１） 本件特許発明１は、甲第６号証に記載されている発明、甲第６号証に

記載されている事項、周知技術、及び甲第１３号証の１ないし甲第１８号証に

記載されている事項に基づいて、または、甲第７号証に記載されている発明、

甲第７号証に記載されている事項、周知技術、及び甲第１３号証の１ないし甲

第１８号証に記載されている事項に基づいて当業者が容易に発明をすることが

できたものである。 

 本件特許発明１の「伝動外歯歯車は、前記出力軸に軸受を介して支持され」

る構成に関し、「甲第６号証または甲第７号証には、内接噛合遊星歯車装置の

発明について、『内接噛合遊星歯車装置について減速された回転を出力する出

力軸２０と、』という構成が記載されているところ、この内接噛合遊星歯車装

置においてリング状のアイドル歯車を設ける際に、いかなる部材に軸受を介し

て支持するかは、設計者が適宜設計する単なる設計事項なので、甲第６号証ま

たは甲第７号証に接した当業者が、甲第６号証または甲第７号証に記載されて

いる内接噛合遊星歯車装置の発明において、『リング状のアイドル歯車は、出

力軸に軸受を介して支持され』る構成を採用することは当業者の設計的事項と

して容易に想到しうることである。」旨主張している。（平成２５年９月１３
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日付け審判事件弁駁書（２）の１１ページ１９行～１３ページ６行） 

  

（２） 本件特許発明２は、甲第６号証に記載されている発明、甲第６号証に

記載されている事項、周知技術、及び甲第１３号証の１ないし甲第１８号証に

記載されている事項に基づいて、または、甲第７号証に記載されている発明、

甲第７号証に記載されている事項、周知技術、及び甲第１３号証の１ないし甲

第１８号証に記載されている事項に基づいて当業者が容易に発明をすることが

できたものである。 

 本件特許発明２の「伝動外歯歯車の径方向において、前記モータ軸は前記中

間軸よりも外側に配置されている」構成に関し、「モータから減速機に回転を

伝達する駆動機構において、回転中心軸と異なる位置に平行に配置される中間

軸を介在させることは周知の技術である。また、甲第６号証または甲第７号証

には、そもそも、モータにつながる、駆動源側のピニオンが組み込まれた軸を、

径方向において中心から外側にオフセットして配置する技術思想が記載されて

いるのであるから、中間軸を介在させる場合にも、駆動源側のピニオンが組み

込まれた軸は中間軸よりも径方向に外側に配置する構成がごく自然に選択され

る。」旨主張している。（平成２５年９月１３日付け審判事件弁駁書（２）の

１４ページ３行～１９行） 

  

 ４ 平成２７年４月２２日付け訂正請求について 

 上記訂正は、明細書の記載事項の範囲外においてするものであり、訂正要件

に反し認められない旨主張している。（平成２７年６月８日付け弁駁書１０ペ

ージ２３行～１８ページ１７行） 

  

 ５ 請求人の証拠方法  

［証拠方法］ 

甲第１号証：特開平４－４１１０６号公報 

甲第２号証：実願平１－１２７４６６(実開平３－６５０３９号）のマイクロフ

ィルム 

甲第３号証：実公平８－３７３３号公報  

甲第４号証：特開２０００－２８０１２５号公報 

甲第５号証：実願平４－５０８５２号(実開平６－６７８６号)のＣＤ－ＲＯＭ 

甲第６号証：特開２０００－６５１５９号公報 

甲第７号証：特開２０００－６５１５８号公報 

甲第８号証：本件出願の平成２１年９月２４日付け手続補正書 

甲第９号証：本件出願の平成２１年９月２４日付け上申書 

甲第１０号証：特願２００３－９００６５号の平成２０年７月１１日付け意 

見書 

甲第１１号証：米国特許出願１０／８０９７１３の意見書  

甲第１２号証：本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面甲

第１３号証の１：小学館「大辞泉」編集部編，「大辞泉 第１版増補・新 装

版」， 
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 株式会社小学館，１９９８年１１月２０日発行 

甲第１３号証の２：松村明編，「大辞林 第２版新装版」，株式会社三省堂 ，

１９９９年１０月１日発行 

甲第１４号証：武田定彦著，「基礎シリーズ１６ 歯車機構の基礎」， 

株式会社パワー社，１９９５年５月２５日発行 

甲第１５号証：日本機械学会著，「機械工学便覧 Ａ．基礎編 Ｂ．応用編 ，

新版，社団法人日本機械学会，１９８７年４月１５日発行 

甲第１６号証：特開平８－５２７７６号公報 

甲第１７号証：特開平２－４８１９３号公報 

甲第１８号証：特開２００２－３６４７１７号公報 

甲第１９号証：特許第２６０７９３７号公報 

甲第２０号証：特開２０００－６５１５８号公報 

甲第２１号証：新・注解特許法【別冊】 平成２３年改正特許法解説１５８～

１６４頁「１６４条の２の解説箇所」 

  

第３ 当審が通知した無効理由の概要 

 １ 平成２５年２月２７日付け無効理由通知書における無効理由 

（１） 理由Ａ 

 本件特許発明２は、甲第５号証に記載されている発明、甲第１号証に記載さ

れている発明、慣用技術、甲第１３号証の１ないし甲第１８号証に記載されて

いる事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、

特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。 

  

（２） 理由Ｂ 

 本件特許発明２は、甲第６号証に記載されている発明、甲第１号証に記載さ

れている発明、慣用技術、甲第１３号証の１ないし甲第１８号証に記載されて

いる事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、

特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。 

  

 ２ 平成２７年７月２２日付け無効理由通知書における無効理由 

（１） 分割出願の要件の充足性について 

 訂正発明１は、原出願に包含されていないから、本件特許に係る出願は分割

の要件を満たさないものである。 

  

（２） 特許法第２９条第１項第３号違反について 

 本件出願は分割の要件を満たさないから、その出願日の原出願の出願日まで

の遡及は認められず、本件出願の願書を提出した平成２０年７月１１日がその

出願日とされる。 

 訂正発明１及び訂正発明２は、いずれも引用文献（特開２００４－２９３７

４３号公報）に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該

当し、特許を受けることができない発明である。 
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第４ 被請求人主張 

 被請求人は、審判事件答弁書において「訂正を認める。本件審判の請求は成

り立たない。審判費用は請求人の負担とする」との審決を求め、審判事件答弁

書、平成２５年４月１５日付け意見書、口頭審理陳述要領書、口頭審理、平成

２５年８月１日付け上申書、平成２７年４月２２日付け上申書、平成２７年８

月２１日付け意見書、及び平成２７年１２月１８日付け上申書を総合すると、

概略次のとおり主張している。 

  

 １ 請求人の主張する無効理由１について  

 当初明細書等には、「遊星歯車装置」が記載されているといえるから、新規

事項の追加に該当しない。  

「使用用途に応じて装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保

することができると共に、動力伝達の更なる円滑化を図ることができる」（本

件当初明細書【００１５】及び原出願当初明細書【００１５】）とは、内歯揺

動型特有の課題ではなく、外歯揺動型にもあり得る課題である。（甲第２号証

ないし甲第５号証、及び乙第３号証参照。）内歯揺動型遊星歯車装置と外歯揺

動型遊星歯車装置とに共通する技術の存在を示す先行技術文献として、例えば、

乙第４号証ないし乙第６号証が存在する。 

 本件特許発明は、入力軸の回転を複数の偏心体軸に振り分けて伝達すること

により全偏心体軸を同位相で回転させる構造に着目したもので、偏心体を介し

て揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかに依存しないことは明らかで

ある。 

  

 ２ 請求人の主張する無効理由２について 

（１） 本件特許発明１は、甲第５号証に記載されている発明、周知技術、及

び甲第１３号証ないし甲第１８号証に記載されている事項に基づいて、当業者

が容易に発明をすることができたものではない。 

 本件特許発明１の「伝動外歯歯車は、前記出力軸に軸受を介して支持され」

の構成に関し、「甲第５号証に記載されている発明において、リングギヤ（４

８）を内歯歯車から外歯歯車に変更し、さらに、当該リングギヤ（４８）を保

持部材（１４ａ）にベアリング（４６）を介して支持する構成を、リングギヤ

を出力軸である環状部材（１８）にベアリングを介して支持する構成とするこ

とは、装置の基本構成を根本的に変更するものであり、到底、当業者が容易に

想到しうるものではない。」旨と主張している。（平成２５年８月１日付け上

申書の９ページ１行～５行） 

  

（２） 本件特許発明２は、甲第５号証に記載されている発明、周知技術、及

び甲第１３号証ないし甲第１８号証に記載された事項に基づいて、当業者が容

易に発明をすることができたものではない。 

 本件特許発明２の「伝動外歯歯車の径方向において、前記モータ軸は前記中

間軸よりも外側に配置されている」構成に関し、「甲第５号証に記載されてい

る発明は、本件特許発明２の『中間軸』に対応するものはなく、サーボモータ
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の出力軸と中間軸との位置関係は全く記載されていない。」旨主張している。

（平成２５年８月１日付け上申書の１１ページ２２行～２５行） 

  

 ３ 請求人の主張する無効理由３について 

（１） 本件特許発明１は、甲第６号証に記載されている発明、甲第６号証に

記載されている事項、周知技術、及び甲第１３号証の１ないし甲第１８号証に

記載されている事項に基づいて、または、甲第７号証に記載されている発明、

甲第７号証に記載されている事項、周知技術、及び甲第１３号証の１ないし甲

第１８号証に記載されている事項に基づいて、当業者が容易に発明をすること

ができたものではない。 

 本件特許発明１の「伝動外歯歯車は、前記出力軸に軸受を介して支持され」

の構成に関し、「甲第６号証及び甲第７号証には、リング状のアイドルの歯車

をどのように支持するかについては、全く記載されていない。また、甲第６号

証の【図１０】及び甲第７号証の【図１９】の構造において、出力軸２０にリ

ング状のアイドル歯車を軸受支持するスペースはないために、当業者が当該構

成に導くのは容易でない。」旨主張している。（平成２５年８月１日付け上申

書の１４ページ２７行～３１行） 

  

（２） 本件特許発明２は、甲第６号証に記載されている発明、甲第６号証に

記載されている事項、周知技術、及び甲第１３号証の１ないし甲第１８号証に

記載されている事項に基づいて、または、甲第７号証に記載されている発明、

甲第７号証に記載されている事項、周知技術、及び甲第１３号証の１ないし甲

第１８号証に記載されている事項に基づいて、当業者が容易に発明をすること

ができたものではない。 

 本件特許発明２の「伝動外歯歯車の径方向において、前記モータ軸は前記中

間軸よりも外側に配置されている」構成に関し、「甲第６号証に記載されてい

る発明及び甲第７号証に記載されている発明は、本件特許発明２の『中間軸』

に対応するものはなく、サーボモータの出力軸と中間軸との位置関係は全く記

載されていない。」旨主張している。（平成２５年８月１日付け上申書の１７

ページ１行～４行） 

  

 ４ 当審が通知した無効理由について 

（１） 平成２５年２月２７日付け無効理由通知書における無効理由 

（１－１） 理由Ａ 

 本件特許発明２は、甲第５号証に記載されている発明、甲第１号証に記載さ

れている発明、慣用技術、甲第１３号証の１ないし甲第１８号証に記載されて

いる事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 

  

 ア 本件特許発明２（本件特許発明１の発明特定事項）の「伝動外歯歯車」

に関して、「甲第５号証のリングギヤ４８を内歯歯車から外歯歯車に変更する

場合に、スパーギヤ３８と第１駆動シャフト６０との間にスペースがないため、

リングギヤ４８を内歯歯車から外歯歯車に変更することには技術的に困難性が
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あるので、装置の設計内容や具体的構造に応じて適宜に選択される設計的事項

ではない。」旨主張している。（平成２５年４月１５日付け意見書の３ページ

６行～４ページ２行） 

  

 イ 本件特許発明２（本件特許発明１の発明特定事項）の「駆動源側のピニ

オン、伝動外歯歯車および複数の偏心体軸歯車が、同一平面上で噛み合う」構

成に関して、「中間軸にとして甲第１号証に記載されている発明のスプライ

ン・クラッチシャフト５４を適用しても、インプットギヤ５２、リングギヤ４

８および複数のスパーギヤ３８が同一平面上で噛み合う構成とならない。また、

リングギヤ４８を内歯歯車から外歯歯車に変更し、インプットギヤ５２、リン

グギヤ４８および複数のがスパーギヤ３８が同一平面上で噛み合う構成とする

と、周りの部材との干渉、または装置の径方向の寸法が増大する問題が生じ

る。」旨主張している。（同意見書の４ページ１８行～５ページ９行） 

  

 ウ 「『伝動外歯歯車』の構成と『中間軸』の構成と、『駆動源側のピニオ

ン、前記伝動外歯歯車および複数の偏心体軸歯車が、同一平面状で噛み合う』

構成とは、相互に密接に関係しており、一体として把握すべきものであるもの

を、断片的な構成に細分化して判断を行うために整合性に欠ける結果となって

いる。」旨主張している。（同意見書の６ページ８行～１２行） 

  

（１－２） 理由Ｂ 

 本件特許発明２は、甲第６号証に記載されている発明、甲第１号証に記載さ

れている発明、慣用技術、甲第１３号証の１ないし甲第１８号証に記載されて

いる事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 

  

 ア 本件特許発明２（本件特許発明１の発明特定事項）の「中心部がホロー

構造とされ」る構成に関して、「甲第６号証の段落【００１２】、【図１０】

及び【図１１】から把握される発明は、『中心部がホロー構造』ではないこと

が明らかである。」旨主張している。（平成２５年４月１５日付け意見書の７

ページ３１行～８ページ１５行） 

  

 イ 本件特許発明２（本件特許発明１の発明特定事項）の「駆動源側のピニ

オン、伝動外歯歯車および複数の偏心体軸歯車が、同一平面上で噛み合う」る

構成に関して、「『中間軸』として、甲第１号証に記載されている発明の『ス

プライン・クラッチシャフト５４』を採用するのであれば、甲第６号証の段落

【００１２】に記載されているリング状のアイドル歯車として、同じく甲第１

号証に記載されている発明のリング状のアイドル歯車に相当するインプットギ

ヤ１１の適用を検討するものであり、この場合には『ピニオン６、リング状の

アイドル歯車および複数の伝動歯車７が、同一平面状で噛み合う』構成とはな

らない。」旨主張している。（同意見書の８ページ末行～１１ページ９行） 

  

（２） 平成２７年７月２２日付け無効理由通知書における無効理由 
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 訂正発明１は、原出願に包含される発明であり、分割要件を満たすものであ

るから、本件出願の出願日は、原出願の出願日に遡及し、訂正発明は、特開２

００４－２９３７４３号公報（公開日：平成１６年１０月２１日）に記載され

た発明には該当せず、特許法第２９条第１項第３号の規定は、適用されない。 

  

 ア 「『外歯揺動型遊星歯車装置』の基本構成や、『入力軸や駆動源につい

てはホロー構造とせずに、出力軸と一体的に回転する筒状の部材を設けて中心

部をホロー構造とする』ことは、例えば、乙第７号証、乙第１０号証 ・・・ 

に記載されているように、原出願の出願時における揺動型遊星歯車装置の技術

分野において、技術常識中の技術常識 ・・・ 駆動源側のピニオンから偏心

体軸に至るまでの動力伝達系を外歯揺動歯車に適用した構成も、乙第８号証に

示すとおり、原出願の当初明細書等の記載及び技術常識から、当業者にとって

自明なこと」である旨主張している。（平成２７年８月２１日付け意見書の５

ページ９行～３６行） 

  

 イ 「揺動歯車が『内歯』である場合と、『外歯』である場合に共通する、

訂正発明１は原出願の当初明細書に記載された事項の範囲内のものであり、ま

た訂正発明１が外歯揺動型遊星歯車装置に適用できることは当業者にとって自

明なことですから、訂正発明１は原出願の当初明細書に記載された発明です。」

旨主張している。（同意見書の６ページ２行～５行） 

  

 ウ 「『内歯揺動型』と『外歯揺動型』に共通する技術の存在を考慮すべき

である」旨主張している。（同意見書の１２ページ末行～１３ページ６行） 

  

（３） 平成２７年１０月１５日付け審決の予告について 

 ア 「どのようにして揺動型遊星歯車を『中心部がホロー構造』（訂正発明

１）とするか」、「どのようにして、これらを『入力軸や駆動源についてホロ

ー構造とする必要がない』ように達成できるか」、「どのようにして駆動源側

のピニオンおよび中間軸を設けるか」、「どのようにして中間軸を回転駆動す

るか」は、いずれも、外歯揺動型遊星歯車装置において、自明な事項である。

（平成２７年１２月１８日付け上申書の７ページ２５行～１１ページ２７行） 

  

 イ 訂正発明１を２型の外歯揺動型遊星歯車装置に適用しうることは、原出

願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係に

おいて、新たな技術的事項を導入しないものである。（同意見書の１１ページ

２８行～１２ページ１３行） 

  

 ウ 訂正発明１は、２型の内歯揺動型と２型の外歯揺動型とに共通する技術

である。（同意見書の１２ページ１４行～１３ページ３行） 

  

 ５ 被請求人の証拠方法 

［証拠方法］ 

乙第１号証：特開２００８－２４９１４９号公報 
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乙第２号証：特開２００４－２９３７４３号公報 

乙第３号証：特開２００２－３１７８５７号公報 

乙第４号証：特公平５－８６５０６号公報 

乙第５号証：特許第２７０７４７３号公報 

乙第６号証：特許第２７３９０７１号公報 

乙第７号証：特許第３６５９７０７号公報 

乙第８号証：原出願の出願当初明細書・図面に記載された従来技術と訂正発明

１の各模式図 

乙第９号証：本件特許の出願当初明細書・図面に記載された従来技術と本件特

許発明の各模式図 

乙第１０号証：特開２００２－１０６６５０号公報 

乙第１１号証：特開２００１－３５３６８４号公報 

乙第１２号証：精密制御用高剛性減速機 ＲＶ ＳＥＲＩＥＳ技術資料集 

乙第１３号証：特開平７－１２４８８３号公報 

乙第１４号証：平成２５年（行ケ）第１０３３０号審決取消請求事件における

平成２６年１０月６日付け被告準備書面（３） 

  

第５ 訂正請求について 

  

 １ 平成２７年４月２２日付けの訂正請求の内容 

 被請求人が求めた訂正の内容は、下記訂正事項１～３のとおり訂正すること

を求めるものである。 

（１） 訂正事項１ 

 特許請求の範囲の請求項１を、 

「【請求項１】 

 中心部がホロー構造とされ、複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介

して揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において、 

 ケーシングと、 

 前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、 

 該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯

歯車と、 

 該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に、該駆

動源側のピニオンが組込まれた中間軸と、 

 前記ケーシングの内側で、該ケーシングに回転自在に支持され、当該揺動型

遊星歯車装置において減速された回転を出力する出力軸と、 

 を備え、 

 前記伝動外歯歯車は、単一の歯車からなり、前記出力軸に軸受を介して支持

され、 

 前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ、

前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸

歯車に同時に伝達され、 

 前記駆動源側のピニオン、前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車
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が、同一平面上で噛み合う 

 ことを特徴とする揺動型遊星歯車装置。」 

に訂正する。（下線部は訂正箇所。以下同様。） 

  

（２） 訂正事項２ 

 特許請求の範囲の請求項２を、 

「【請求項２】 

 中心部がホロー構造とされ、複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介

して内歯揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において、 

 前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、 

 該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯

歯車と、 

 該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に、該駆

動源側のピニオンが組込まれた中間軸と、 

 当該揺動型遊星歯車装置において減速された回転を出力する出力軸と、 

 前記内歯揺動歯車と噛合い、前記出力軸としての機能を兼用する外歯歯車と、 

 を備え、 

 前記伝動外歯歯車は、単一の歯車からなり、前記出力軸に軸受を介して支持

され、 

 前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ、

前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸

歯車に同時に伝達され、 

 前記駆動源側のピニオン、前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車

が、同一平面上で噛み合い、 

 前記中間軸は、当該揺動型遊星歯車装置と連結されるモータのモータ軸と一

体的に回転するピニオンと噛合うギヤが組み込まれている 

 ことを特徴とする揺動型遊星歯車装置。」 

に訂正する。 

  

（３） 訂正事項３ 

 願書に添付した明細書の段落【００１６】を、 

「本発明は、中心部がホロー構造とされ、複数の偏心体軸の各々に配置された

偏心体を介して揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において、ケー

シングと、前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、該偏心

体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と、

該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に、該駆動

源側のピニオンが組込まれた中間軸と、前記ケーシングの内側で、該ケーシン

グに回転自在に支持され、当該揺動型遊星歯車装置において減速された回転を

出力する出力軸と、を備え、前記伝動外歯歯車は、単一の歯車からなり、前記

出力軸に軸受を介して支持され、前記中間軸を回転駆動することにより前記駆

動源側のピニオンを回転させ、前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオ

ンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達され、前記駆動源側のピニオ
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ン、前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車が、同一平面上で噛み合

うように構成することにより、上記課題を解決したものである。」 

に訂正する。 

  

 ２ 訂正の適否についての判断 

（１） 訂正事項１について 

 訂正事項１は、請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である

「揺動型遊星歯車装置」の中心部の構成について、「中心部がホロー構造とさ

れ」ているとの限定を付し、 

 「揺動型遊星歯車装置」について、「ケーシング」及び「前記ケーシングの

内側で、該ケーシングに回転自在に支持され、当該揺動型遊星歯車装置におい

て減速された回転を出力する出力軸」を備えているとの限定を付し、伝動外歯

歯車について、「前記出力軸に軸受を介して支持され」ているとの限定を付し、 

 「駆動源側のピニオン」、「伝動外歯歯車」および「複数の偏心体軸歯車」

について、「前記駆動源側のピニオン、前記伝動外歯歯車および前記複数の偏

心体軸歯車が、同一平面上で噛み合う」との限定を付すものであり、特許請求

の範囲の減縮を目的とするものである。 

  

 そして、上記の訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は

図面に記載した事項の範囲内においてされたものであるとともに、実質上特許

請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 

  

（２） 訂正事項２について 

 訂正事項２は、請求項２を、従属形式から独立形式へ変更するとともに、 

請求項２に記載した発明を特定するために必要な事項である「揺動型遊星歯車

装置」の中心部の構成について、「中心部がホロー構造とされ」ているとの限

定を付し、 

 「揺動型遊星歯車装置」について、「当該揺動型遊星歯車装置において減速

された回転を出力する出力軸」及び「前記内歯揺動歯車と噛合い、前記出力軸

としての機能を兼用する外歯歯車と、」を備えているとの限定を付し、伝動外

歯歯車について、「前記出力軸に軸受を介して支持され」ているとの限定を付

し、 「駆動源側のピニオン」、「伝動外歯歯車」および「複数の偏心体軸歯

車」について、「前記駆動源側のピニオン、前記伝動外歯歯車および前記複数

の偏心体軸歯車が、同一平面上で噛み合い、」との限定を付すものであり、特

許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 

  

 そして、上記の訂正事項２は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は

図面に記載した事項の範囲内においてされたものであるとともに、実質上特許

請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 

  

（３） 訂正事項３について 

 訂正事項３は、上記訂正事項１に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載
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と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであって、明りょうでない記載

の釈明を目的とするものである。 

  

 そして、上記の訂正事項３は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は

図面に記載した事項の範囲内においてされたものであるとともに、実質上特許

請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 

  

 ３ 小括 

 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし

書き第１号及び第４号に掲げる事項を目的とし、同条第９項において準用する

同法第１２６条第５項及び第６項に適合するので、適法な訂正であるからこれ

を認める。 

  

第６ 訂正発明 

 上記のとおり、本件訂正は認められるので、本件特許の請求項１～２に係る

発明は、前記「第５」において記載した特許請求の範囲の請求項１～２に記載

された事項により特定されるものである。（以下「訂正発明１」～「訂正発明

２」という。） 

  

第７ 当審の判断 

 当審が通知した平成２７年７月２２日付け無効理由通知書における無効理由

について検討する。 

  

 １ 分割出願の要件の充足性について 

 訂正発明１及び訂正発明２が、分割のもととなる特願２００３－９００６５

号（以下「原出願」という。）に包含されているといえるためには、原出願の

出願当初の明細書及び図面（以下「原出願の当初明細書等」という。特開２０

０４－２９３７４３号公報を参照。）に記載された事項の範囲内のものといえ

るか否か、すなわち、原出願の当初明細書等の全ての記載を総合することによ

り導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである

か否かを検討する必要がある。 

  

（１） 原出願の当初明細書等に記載された事項について 

 原出願の当初明細書等には、以下の記載がある。 

  

 ア 「【特許請求の範囲】 

【請求項１】 

外歯歯車と該外歯歯車と僅少の歯数差を有する内歯歯車とを有すると共に、 

前記内歯歯車を揺動回転させるための偏心体軸を備え、該偏心体軸に配置され

た偏心体を介して外歯歯車の周りで内歯歯車を揺動回転させる内歯揺動型内接

噛合遊星歯車装置において、 

前記偏心体軸を、前記外歯歯車の軸心と平行に複数備えると共に、 

該複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、 
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該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯

車と、を備え、 

該伝動外歯歯車を介して前記駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸

歯車に同時に伝達される 

ことを特徴とする内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。 

【請求項２】 

請求項１において、 

前記伝動外歯歯車がリング状に形成され、且つ、前記外歯歯車または出力軸の

いずれかの外周によって回転支持されている 

ことを特徴とする内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。 

【請求項３】 

請求項２において、 

前記外歯歯車の外歯が円弧状の溝に回転自在に嵌合された外ピンによって形成

されており、この外ピンが、前記伝動外歯歯車の軸受のころを兼用する構成と

された 

ことを特徴とする内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。 

【請求項４】 

請求項１～３のいずれかにおいて、 

前記内歯揺動体が軸方向に２枚以上組み込まれており、このうちの何れか２枚

の内歯揺動体の間に前記伝動外歯歯車が配置されている 

ことを特徴とする内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。 

【請求項５】 

請求項１～４のいずれかにおいて、 

前記複数の偏心体軸が、円周方向において等間隔に配置されている 

ことを特徴とする内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。 

【請求項６】 

請求項１～５のいずれかにおいて、更に、 

前記出力軸と平行で且つ前記内歯揺動体の半径方向外側位置に、前記駆動源側

のピニオンが組み込まれた中間軸を備え、該中間軸を回転駆動することにより

前記駆動源側のピニオンを介して前記伝動外歯歯車を駆動する 

ことを特徴とする内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。 

【請求項７】 

請求項１～５のいずれかにおいて、 

入力軸に組み込まれたピニオンが、前記駆動源側のピニオンとして前記伝動外

歯歯車に直接噛合している 

ことを特徴とする内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。」 

  

 イ 「【０００１】 

【発明の属する技術分野】 

本発明は、内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置に関する。 

【０００２】 

【従来の技術】 



 16 / 35 

 

従来、内接噛合遊星歯車装置は、大トルクの伝達が可能であり且つ大減速比が

得られるという利点があるので、種々の減速機分野で数多く使用されている。 

【０００３】 

その中で、外歯歯車の周りで該外歯歯車と僅少の歯数差を有する内歯揺動体を

揺動回転させることにより、入力軸の回転を減速して出力部材から取り出す内

歯揺動型の内接噛合遊星歯車装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。 

【０００４】 

図４、図５を用いて同歯車装置の一例を説明する。 

【０００５】 

図において、１はケーシングであり、互いにボルトやピン等の締結部材（図示

略）を締結孔２に挿入することにより結合される第１支持ブロック１Ａと第２

支持ブロック１Ｂとを有する。５は入力軸で、入力軸５の端部にはピニオン６

が設けられ、ピニオン６は、入力軸５の周りに等角度に配設された複数の偏心

体軸歯車（偏心体軸駆動用の歯車）７と噛合している。 

【０００６】 

ケーシング１には、３本の偏心体軸１０が、円周方向に等角度間隔（１２０度

間隔）で設けられている。この偏心体軸１０は、軸方向両端を軸受８、９によ

って回転自在に支持され且つ軸方向中間部に偏心体１０Ａ、１０Ｂを有する。

前記伝動歯車７は各偏心体軸１０の端部に結合されており、入力軸５の回転を

受けて該伝動歯車７が回転することにより、各偏心体軸１０が回転するように

なっている。 

【０００７】 

各偏心体軸１０は、ケーシング１内に収容された２枚の内歯揺動体１２Ａ、１

２Ｂの偏心体孔１１Ａ、１１Ｂをそれぞれ貫通しており、各偏心体軸１０の軸

方向に隣接した２段の偏心体１０Ａ、１０Ｂの外周と、内歯揺動体１２Ａ、１

２Ｂの貫通孔の内周との間にはころ１４Ａ、１４Ｂが設けられている。 

【０００８】 

一方、ケーシング１内の中心部には、出力軸２０の端部に一体化された外歯歯

車２１が配されており、外歯歯車２１の外歯２３に、内歯揺動体１２Ａ、１２

Ｂのピンからなる内歯１３が噛合している。外歯歯車２１の外歯２３と内歯揺

動体１２Ａ、１２Ｂの内歯１３の歯数差は僅少（例えば１～４程度）に設定さ

れている。 

【０００９】 

この歯車装置は次のように動作する。 

【００１０】 

入力軸５の回転は、ピニオン６を介して偏心体軸歯車７に与えられ、偏心体軸

歯車７によって偏心体軸１０が回転させられる。偏心体軸１０の回転により偏

心体１０Ａ、１０Ｂが回転すると、該偏心体１０Ａ、１０Ｂの回転によって内

歯揺動体１２Ａ、１２Ｂが揺動回転する。内歯揺動体１２Ａ、１２Ｂはその自

転が拘束されているため、該内歯揺動体１２Ａ、１２Ｂの１回の揺動回転によ

って、該内歯揺動体１２Ａ、１２Ｂと噛合する外歯歯車２１はその歯数差だけ

位相がずれ、その位相差に相当する自転成分が外歯歯車２１の（減速）回転と
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なり、出力軸２０から減速出力が取り出される。 

【００１１】 

ところで、この種の内歯揺動型の内接噛合遊星歯車装置は、内歯揺動体を揺動

させるための偏心体軸は必ずしも円周方向において等間隔に配置する必要はな

く、また偏心体軸の全てが駆動される必要ななく、一部は従動回転するもので

あっても良い。例えば、図５に示されるように、非駆動の偏心体軸５０Ａを含

むと共に、各偏心体軸５０Ａ～５０Ｃを円周方向において非等間隔に配置した

構造や、図６に示されるように、わずか２本の偏心体軸６０Ａ、６０Ｂのみで

内歯揺動体６２を揺動駆動するようにした構造が、例えば特許文献２等におい

て開示されている。」 

  

 ウ 「【００１３】 

【発明が解決しようとする課題】 

しかしながら、上記特許文献１に開示された歯車装置では、円周方向に等間隔

で配置した３つの偏心体軸歯車７を１つの入力軸５（のピニオン６）で回転さ

せる関係上、入力軸が出力軸と同軸に配置されていることから、歯車装置全体

を貫通するホローシャフトを有するように設計するのが困難であるという問題

があった。例えば産業用ロボットの関節駆動用の歯車装置や、精密機械の駆動

用の歯車装置として用いる場合には、歯車装置を介して相手機械（被駆動機械）

側にワイヤハーネスや冷却水用のパイプを通したいというような要求がしばし

ば生じることがある。このような場合に、入力軸を貫通孔とするには、該入力

軸に接続されるモータ等の駆動源をも貫通孔とする必要があることを意味し、

事実上大きなホローシャフトを形成するのは不可能に近かった。更に、敢えて

ホローシャフトにしたとしても、高速で回転する入力軸の内部に空間を形成す

ることになることから、例えばワイヤハーネスや冷却水用のパイプ等を空間内

に配置するには、該入力軸の内周との間に別途軸受等で回転しないように保持

した防護パイプを配備する必要があり、この面でも大きな空間を確保するのが

難しく、またコストも上昇するという問題があった。 

【００１４】 

この点に関しては、特許文献２に記載したような、偏心体軸を円周方向におい

て非等間隔に配置する構成を採用すると、必ずしも入力軸を出力軸と同軸に配

置しなくてもよくなるため、より大きな径のホローシャフトを形成することが

できるようになる。しかしながら、この偏心体軸を円周方向において非等間隔

に配置する構造によって内歯揺動体を駆動した場合、現実問題として、通常の

製造工程による製造で作製したものでは内歯揺動体を外歯歯車の周りでバラン

ス良く円滑に揺動させるのが難しいと問題があった。そのため各部材を特別に

高い精度で加工し、組立てる必要があった。 

【００１５】 

本発明は、このような課題を解決するためになされたものであって、使用用途

に応じて装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保することが

できると共に、動力伝達の更なる円滑化を図ることができる内歯揺動型内接噛

合遊星歯車装置を提供することを目的とする。 
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【００１６】 

【課題を解決するための手段】 

本発明は、外歯歯車と該外歯歯車と僅少の歯数差を有する内歯歯車とを有する

と共に、前記内歯歯車を揺動回転させるための偏心体軸を備え、該偏心体軸に

配置された偏心体を介して外歯歯車の周りで内歯歯車を揺動回転させる内歯揺

動型内接噛合遊星歯車装置において、前記偏心体軸を、前記外歯歯車の軸心と

平行に複数備えると共に、該複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯

車と、該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動

外歯歯車と、を備え、該伝動外歯歯車を介して前記駆動源側のピニオンの回転

が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達されるように構成することにより、上

記課題を解決したものである。なお、本発明において「僅少の歯数差」とは１

～６程度の歯数差をいう。 

【００１７】 

本発明によれば、駆動源側ピニオンの軸心を、伝導外歯歯車の半径方向外側位

置にずらすことができることから、結果として入力軸（あるいは駆動源の出力

軸）の軸心を出力軸の軸心から外すことができる。そのため、入力軸や駆動源

についてはホロー構造とする必要がないため、出力軸に大径のホローシャフト

を容易に形成することができる。特に、（高速で回転する）入力軸をホロー構

造とする必要がないため、歯車装置の中心部に形成される空間の内壁の回転速

度を非常に遅くでき、別途防護パイプ等を敢えて配置する必要もない。そのた

め、より大きな空間をより低コストで確保することができるようになる。 

【００１８】 

また、全ての偏心体軸を「等しく駆動する」ことができるようになるため、内

歯揺動体をバランスよく且つ円滑に揺動駆動することができる。 

【００１９】 

なお、より好ましくは、前記伝動外歯歯車がリング状に形成され、且つ、前記

外歯歯車または出力軸のいずれかの外周によって回転支持されている構成とす

るとよい。これにより、大径のホローシャフトを形成する場合でも支障なく且

つ容易に伝導外歯歯車を装置内に組み込むことができるようになる。」 

  

 エ 「【００２３】 

また、本発明においては、伝導外歯歯車を具体的にどのように駆動するかにつ

いては特に限定されない。この点については、例えば、前記出力軸と平行で且

つ前記内歯揺動体の半径方向外側位置に、前記駆動源側のピニオンが組み込ま

れた中間軸を備え、該中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオ

ンを介して前記伝動外歯歯車を駆動するように構成するとよい。或いは、入力

軸に組み込まれたピニオンが、前記駆動源側のピニオンとして前記伝動外歯歯

車と直接噛合・駆動するような構成としてもよい。 

【００２４】 

【発明の実施の形態】 

以下、本発明の実施形態の例を図面に基づいて説明する。 

【００２５】 
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図１、図２は、本発明の実施形態の例に係る内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置

（以下、単に歯車装置と称す。）１００を示した図であり、図１は歯車装置１

００の側断面図、図２は図１におけるＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図である。 

【００２６】 

この歯車装置１００は、本体ケーシング１０２、入力軸１０４、平行軸歯車セ

ット１０６、中間軸１０８、伝動外歯歯車１１０、偏心体軸駆動用の歯車（偏

心体軸歯車）１１２、該偏心体軸駆動用の歯車１１２によって駆動される三本

の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）、２つの内歯揺動体（内歯歯車）１

１６Ａ、１１６Ｂ、及び出力軸としての機能を兼用する外歯歯車１１８によっ

て主に構成されている。 

【００２７】 

即ち、この歯車装置１００は、内歯揺動体１１６Ａ、１１６Ｂを揺動回転させ

るための複数の偏心体軸１１４を内歯揺動体１１６Ａ、１１６Ｂを貫通して３

本備え、入力軸１０４の回転を該複数の偏心体軸１１４Ａ～１１４Ｃに振り分

けて伝達することにより全偏心体軸１１４Ａ～１１４Ｃを同位相で回転させる

ものである。 

【００２８】 

既に説明した従来例と大きく異なるのは入力軸１０４から偏心体軸１１４Ａ～

１１４Ｃまでの動力伝達構造及び歯車装置全体のケーシング構造である。その

ため、以下この点について詳細に説明する。 

【００２９】 

前記本体ケーシング１０２は、図１において左右に配置された、２つの第１、

第２ケーシング１０２Ａ、１０２Ｂによって構成されている。この第１、第２

ケーシング１０２Ａ、１０２Ｂには、図２に示されるように、これらを貫通す

るように複数のボルト孔１０２Ａ１がそれぞれ形成されている。該第１、第２

ケーシング１０２Ａ、１０２Ｂは、互いにボルト（図示略）によって結合可能

な構造となっている。 

【００３０】 

この本体ケーシング１０２には、前記入力軸１０４が図１において横向き、即

ち外歯歯車（出力軸）と平行に配置され、軸受１２０、１２２により回転自在

に支持されている。入力軸１０４の一端側（図の左側）には、ピニオン１０４

Ａが形成されており、他端にはモータＭ（具体的な図示は省略）の出力軸が挿

入される挿入口１０４Ｂが形成されている。 

【００３１】 

本体ケーシング１０２には、入力軸１０４ほかに、内歯揺動体１１６Ａ、１１

６Ｂよりも半径方向外側位置に、外歯歯車（出力軸）１１８と平行に前記中間

軸１０８が配置され、テーパーローラベアリング１２４、１２４によって回転

自在に支持されている。中間軸１０８にはピニオン１０４Ａと噛合して平行軸

歯車セット１０６を構成するギヤ１２８が組み込まれており、さらに、中間ピ

ニオン（本実施形態での駆動源側ピニオン）１３０が組み込まれている。 

【００３２】 

一方、外歯歯車（出力軸）１１８の外周には、軸受１３２を介してリング状の
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伝動外歯歯車１１０が該外歯歯車１１８と同軸に配置されている。この伝動外

歯歯車１１０には、前記中間ピニオン１０８及び、３本の偏心体軸１１４Ａ～

１１４Ｃにそれぞれ組み込まれた偏心体軸駆動用の歯車１１２が同時に噛合し

ている。即ち、伝動外歯歯車１１０は、前記中間ピニオン１３０を介して中間

軸１０８と連結されると共に、偏心体軸駆動用の歯車１１２を介して全偏心体

軸１１４Ａ～１１４Ｃのそれぞれとも連結されていることになる。 

【００３３】 

偏心体軸１１４Ａ～１１４Ｃは、同一の円周上で等間隔に配置され（図２参

照）、それぞれテーパーローラベアリング１３６、１３６によって両持ち支持

されている。各偏心体軸１１４Ａ～１１４Ｃとも内歯揺動体１１６Ａ、１１６

Ｂの偏心体孔１１６Ａ１、１１６Ｂ１を軸方向に貫通している。各偏心体軸１

１４Ａ～１１４Ｃには偏心体１４０Ａ、１４０Ｂが一体に組み込まれており、

３本の偏心体軸１１４が同位相で同時に同方向に回転できように各偏心体軸１

１４Ａ～１１４Ｃの偏心体１４０Ａ、１４０Ｂの位相が揃えられている。又、

２枚の内歯揺動体１１６Ａ、１１６Ｂはこの偏心体１４０Ａ、１４０Ｂとの摺

動により、それぞれ互いに１８０°の位相差を保ちながら揺動回転可能である。

なお、図の符号１１９は、当該２枚の内歯揺動体１１６Ａ、１１６Ｂの軸方向

の移動規制を行うための差し輪である。 

【００３４】 

内歯揺動体１１６Ａ、１１６Ｂには、ホローシャフトタイプの出力軸兼用の外

歯歯車１１８が内接している。外歯歯車１１８は配管や配線等を貫通可能な貫

通孔１１８Ｄを有する略円筒形状の部材からなり、テーパーローラベアリング

１４２、１４２を介してケーシング本体１０２に回転自在に支持されている。 

【００３５】 

外歯歯車１１８の外歯は外ピン１１８Ｐが溝１１８Ｈに回転自在に組み込まれ

た構造になっている。外ピン１１８Ｐの数（外歯の歯数）は９０で、内歯揺動

体１１６Ａ、１１６Ｂの内歯９２の歯数より２だけ小さい（僅少の歯数差）。

この外歯歯車１１８は、本体１１８Ａ、端部部材１１８Ｂ、１１８Ｃの３つの

部材からなる。これは、端部部材１１８Ｂ、１１８Ｃの段部１１８Ｂ１、１１

８Ｃ１によって前記テーパーローラベアリング１４２、１４２の組込み及びそ

の軸方向の位置決めを可能とするためである。 

【００３６】 

次にこの歯車装置１００の作用を説明する。 

【００３７】 

モータＭの図示せぬモータ軸の回転によって入力軸１０４が回転すると、この

回転は、ピニオン１０４Ａ及びギヤ１２８を介してその初段の減速が行われ、

中間軸１０８に伝達される。中間軸１０８が回転すると、該中間軸１０８に組

み込まれた中間ピニオン１３０が回転し、更にこれと噛合している伝動外歯歯

車１１０が回転する。 

【００３８】 

伝動外歯歯車１１０には同時に偏心体軸駆動用の歯車１１２が噛合しているた

め、該伝動外歯歯車１１０の回転によりこれらの歯車１１２が回転する。その
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結果、３本の偏心体軸１１４Ａ～１１４Ｃが同位相で回転し、これにより２つ

の内歯揺動体１１６Ａ、１１６Ｂがそれぞれの位相を１８０°に保った状態で外

歯歯車１１８の周りを揺動回転する。内歯揺動体１１６Ａ、１１６Ｂは、その

自転が拘束されているため、該内歯揺動体１１６Ａ、１１６Ｂの１回の揺動回

転によって、該内歯揺動体１１６Ａ、１１６Ｂと噛合する外歯歯車１１８はそ

の歯数差だけ位相がずれ、その位相差に相当する自転成分が外歯歯車１１０の

回転となり、出力が外部へ取り出される。偏心体軸１１４が円周方向等間隔に

配置されており、しかも全ての偏心体軸１１４が駆動されるため、内歯歯車１

１６Ａ、１１６Ｂを極めて円滑に揺動させることができる。 

【００３９】 

ここで、本発明の実施形態の例に係る歯車装置１００によれば、内歯揺動体１

１６Ａ、１１６Ｂよりも半径方向外側位置に、外歯歯車（出力軸）１１８と平

行に前記中間軸１０８を配置し、入力軸１０４の回転を、一度中間軸１０８で

受けた後に揺動体側に入力するようにしている。そのため、入力軸１０４を、

従来のように歯車装置１００の軸心Ｌ１上にではなく、半径方向外側に移動し

た位置に配置することができるようになる。この結果、装置全体の軸方向長さ

を短縮できる。 

 ・・・（中略）・・・ 

【００４５】 

なお、上記実施形態の例においては、前記入力軸１０４、２０４を外歯歯車

（出力軸）１１８、２１８の軸心Ｌ１に対して平行に配置したが、本発明はこ

れに限定されず、入力軸を偏心体歯車の軸心に対して直角に配置し、直交軸歯

車機構を付設する構成としてもよい。この場合、歯車装置を駆動するモータ等

の駆動装置をも歯車装置の径方向に配置することができ、特に軸方向において

一層の省スペース化を図ることが可能となる。 

【００４６】 

【発明の効果】 

本発明によれば、使用用途に応じて装置の中心部に配管や配線等の配置スペー

スを容易に確保することができると共に、動力伝達の更なる円滑化を図ること

ができる内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置を得ることができる。」 

  

（２） 訂正発明１について 

 訂正発明１では、「揺動歯車」として「内歯」であることを限定していない

から、揺動歯車として「外歯」であるものを包含している。 

 ここで、揺動歯車を「外歯」としたものとしては、外側の内歯歯車を出力歯

車とする型（外側に出力軸、内側に固定部材を配置する動作。以下「１型」と

いう。）と、外側の内歯歯車を固定部材とする型（内側に出力軸、外側に固定

部材を配置する動作。以下「２型」という。）とがある。（「１型」及び「２

型」の詳細については、本件について平成２５年１０月３０日にした審決の取

消を求める訴の知財高裁平成２７年３月１１日（平成２５年（行ケ）第１０３

３０号）の判決を参照。） 

 訂正発明１では、「前記ケーシングの内側で、該ケーシングに回転自在に支
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持され、当該揺動型遊星歯車装置において減速された回転を出力する出力軸」

と限定しており、ケーシングは固定部材といえるから、訂正発明１は、１型を

含まず、２型のみを含むと解される。（なお、被請求人は、平成２７年４月２

２日付け上申書の８ページ２３行～２７行において、２型を含み、１型は含ま

ないと主張している。） 

 したがって、訂正発明１は、内歯揺動型遊星歯車装置に加え、２型の外歯揺

動型遊星歯車装置についても包含している。 

  

（３） 訂正発明１についての検討 

 外歯揺動型遊星歯車装置を包含する訂正発明１は、原出願の当初明細書等に

記載された事項の範囲内のものといえるか否か、すなわち、原出願の当初明細

書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において、新た

な技術的事項を導入しないものであるか否かについて検討する。 

 原出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との

関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるというためには、原

出願の当初明細書等に記載された事項であるか、そうでないとしても、原出願

の当初明細書等の記載から自明な事項である必要がある。 

  

 ア 外歯揺動型遊星歯車装置は、原出願の当初明細書等に記載された事項か。  

 原出願の当初明細書等の特許請求の範囲の請求項１～７の末尾は、いずれも

「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」とされている。 

 同じく段落【０００１】の発明の属する技術分野の記載は、「内歯揺動型内

接噛合遊星歯車装置」についてのもので、「内歯揺動型」を前提としている。 

 同じく段落【０００２】～【００１１】の従来の技術の記載は、「内歯噛合

遊星歯車装置」についてのものである。 

 同じく段落【００１２】の従来の技術として挙げられた特許文献１（特許第

２６０７９３７号公報）及び特許文献２（特開２０００－６５１５８号公報）

は、いずれも「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」についてのものである。 

 同じく段落【００１３】～【００１５】の発明が解決しようとする課題は、

「装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保することができる

と共に、動力伝達の更なる円滑化を図ることができる内歯揺動型内接噛合遊星

歯車装置を提供すること」であり、「内歯揺動型」を前提としている。 

 同じく段落【００１６】の課題を解決するための手段は、「外歯歯車と該外

歯歯車と僅少の歯数差を有する内歯歯車とを有すると共に、前記内歯歯車を揺

動回転させるための偏心体軸を備え、該偏心体軸に配置された偏心体を介して

外歯歯車の周りで内歯歯車を揺動回転させる内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置

において、前記偏心体軸を、前記外歯歯車の軸心と平行に複数備えると共に、

該複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、該偏心体軸歯車及び

駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と、を備え、該伝

動外歯歯車を介して前記駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車

に同時に伝達されるように構成すること」であり、外歯歯車と、その周りで揺

動する内歯歯車とが特定されており、「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」に
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ついてのものである。 

 同じく段落【００１７】～【００２３】の作用に関する記載は、「内歯揺動

型内接噛合遊星歯車装置」のみについてのものである。 

 同じく段落【００２４】～【００４０】の発明の実施の形態及び作用は、複

数の偏心体軸１１４によって揺動回転されるものとして、２つの内歯揺動体

（内歯歯車）１１６Ａ、１１６Ｂを特定しているから、「内歯揺動型内接噛合

遊星歯車装置」のみについてのものである。 

 同じく段落【００４１】～【００４５】の実施形態以外の構造を示唆する記

載は、内歯揺動体を備えるものを前提としているから、「内歯揺動型内接噛合

遊星歯車装置」のみについてのものである。 

 同じく段落【００４６】の発明の効果は、「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装

置」についてのものである。 

 同じく図１～３は、「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」の実施形態につい

てのもので、図４～７は従来の「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」について

のものである。 

 このように、原出願の当初明細書等には、外歯揺動型遊星歯車装置に関して

言及した記載は一切存在していないとともに、当該「内歯揺動型内接噛合遊星

歯車装置」が「内歯揺動型遊星歯車装置」に限られない「外歯揺動型遊星歯車

装置」にも適用されるものであることが理解される手がかりも、全く記載され

ていないから、「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」のみを対象としたものと

解するのが自然である。 

 よって、外歯揺動型遊星歯車装置は、原出願の当初明細書等に記載された事

項ではない。 

  

 イ 外歯揺動型遊星歯車装置は、原出願の当初明細書等の記載から自明な事

項か。 

  

 原出願の当初明細書等の記載から自明な事項とは、原出願の当初明細書等の

記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、そこに記載され

ているのと同然であると理解する事項であり、周知技術又は慣用技術であると

いうだけでは、足りないと解される。 

  

（ア） 出願時の技術常識及び周知技術又は慣用技術について 

 乙第３号証記載のものは、ホロー構造であるが、中間軸を備えておらず、ま

た、入力歯車２５ｂ（訂正発明１の「駆動源側のピニオン」に相当。）、中間

歯車３０（訂正発明１の「伝動外歯歯車」に相当。）及び伝達歯車３３（訂正

発明１の「偏心体軸歯車」に相当。）は、同一平面上で噛み合っていない。 

 乙第７号証記載のものは、ホロー構造であるが、中間軸を備えておらず、ま

た、一方の外歯車５３（訂正発明１の「偏心体軸歯車」に相当。）は第１伝達

部材５２（訂正発明１の「駆動源側のピニオン」に相当。）により回転駆動さ

れるのに対して、他方の外歯車５８（訂正発明１の「偏心体軸歯車」に相当。）

は円筒状歯車５５（訂正発明１の「伝動外歯歯車」に相当。）により回転駆動
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されるから、「伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数

の偏心体軸歯車に同時に伝達され」るものではない。 

 乙第１０及び１１号証記載のものも、乙第３号証記載のものと同様に、ホロ

ー構造であるが、中間軸を備えていない。 

 乙第１２及び１３号証記載のものは、訂正発明１の「前記中間軸を回転駆動

することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ、前記伝動外歯歯車を介し

て該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達され、

前記駆動源側のピニオン、前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車が、

同一平面上で噛み合う」との構成を備えておらず、単に、ホロー構造と中間軸

を備えているものに止まる。 

 甲第１号証記載のものは、ホロー構造ではなく、中間軸を備えてはいるもの

の、スパーギヤ５３（訂正発明１の「駆動源側のピニオン」に相当。）、イン

プットギヤ１１（訂正発明１の「伝動外歯歯車」に相当。）及びギヤ１２（訂

正発明１の「偏心体軸歯車」に相当。）は、同一平面上で噛み合っていない。 

 甲第５号証記載のものは、ホロー構造であるが、中間軸を備えておらず、ま

た、インプットギヤ５２（訂正発明１の「駆動源側のピニオン」に相当。）、

リングギヤ４８（訂正発明１の「伝動外歯歯車」に相当。）及びスパーギヤ３

８（訂正発明１の「偏心体軸歯車」に相当。）は、同一平面上で噛み合ってい

ない。 

 そうすると、乙第３号証、乙第７号証、乙第１０～１３号証、甲第１号証及

び甲第５号証の各証拠は、揺動型遊星歯車装置において、中心部をホロー構造

とすること、及び中間軸を設けて回転駆動することについて、その限りで出願

時の技術常識であることを示したにとどまる。 

 また、上記各証拠は、揺動型遊星歯車装置において、ホロー構造、駆動源側

のピニオン、伝動外歯歯車、偏心体軸歯車又は中間軸の個々の技術自体が周知

技術又は慣用技術であることを示したにとどまる。 

  

（イ） 原出願の当初明細書等に記載されているのと同然であると理解する事

項といえるか。 

  

（イ－１） 特許法第４４条第２項の「新たな特許出願は、もとの特許出願の

時にしたものとみなす」との効果の大きさ及び先願主義を踏まえた出願人間の

公平に照らせば、原出願の当初明細書等に記載されているのと同然であると理

解する事項か否かは緩やかに判断するべきではない。 

 この点、外歯揺動型遊星歯車装置では、揺動体の外側に歯を設けるために、

その外形は円形でなければならないし、揺動体は本体ケーシングの内側に設け

る歯と噛み合うようにしなければならないところ、原出願の当初明細書等では、

揺動体の外形は非円形（図２を参照。）であり、外歯揺動型にした場合に、揺

動体は本体ケーシング１０２の内側に設ける歯と噛み合うような形状になって

いないから、外歯揺動型として機能させることを前提としていないと解するべ

きである。 

 また、原出願の当初明細書等では、中間軸１０８及び入力軸１０４と内歯揺
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動体１１６、１１６Ｂとが、互いに半径方向に近接した位置で、かつ軸心Ｌ１

方向に渡り重なった位置にあり（図１～３を参照。）、外歯揺動型にした場合

には、揺動体に設けられる外歯と中間軸１０８及び入力軸１０４とが干渉して

しまうから、この干渉を防ぐために、相応の工夫が必要であるのに、原出願の

当初明細書等にはその工夫が何ら記載されていない。 

 確かに、乙第８号証には、２型の外歯揺動型遊星歯車装置として、被請求人

が案出した「訂正発明１を外歯揺動型遊星歯車装置に適用した場合の模式図」

が示されているから、このような２型の外歯揺動型遊星歯車装置を想定し得る

ことを否定することは相当でない。 

 しかし、２型の外歯揺動型遊星歯車装置は、乙第８号証のように、揺動体に

設けられる外歯と中間軸及び入力軸とが干渉しないように、中間軸を外歯揺動

歯車の中を貫通させ、かつモータ軸と一体的に回転するピニオン（中間軸のギ

ヤを回転させるもの）を固定部材よりも軸方向で外側（乙第８号証において左

側）に配置するという、その中間軸から偏心体軸に至るまでの動力伝達系の主

要な構成について相応の工夫（以下、単に「相応の工夫」という。）をして初

めて、外歯揺動型遊星歯車装置として機能し得るといえる。 

 そうすると、上記出願時の技術常識に照らしても、相応の工夫なく、２型の

外歯揺動型遊星歯車装置を機能させることはできないから、これを原出願の当

初明細書等に記載されているのと同然であるとすることは緩やかに過ぎ、むし

ろ、２型の外歯揺動型遊星歯車装置は、内接揺動型内接噛合遊星歯車装置を完

成した後、すなわち出願後に、その思想を抽出して相応の工夫をすることによ

り初めて想定し得るものに止まるというべきである。 

 したがって、たとえ揺動型遊星歯車装置において、ホロー構造、駆動源側の

ピニオン、伝動外歯歯車、偏心体軸歯車又は中間軸の個々の技術自体が周知技

術又は慣用技術であったとしても、原出願の当初明細書等の記載に接した当業

者であれば、出願時の技術常識に照らして、２型の外歯揺動型遊星歯車装置は

原出願の当初明細書等に記載されているのと同然であると理解する事項とまで

はいえない。 

  

（イ－２） 原出願の当初明細書等の段落【００１４】では、従来の技術の問

題として、特許文献２を挙げ、外歯歯車の周りで内歯揺動体を揺動させるため

に、偏心体軸が円周方向に非等間隔に配置されているもの（原出願の当初明細

書等の図６及び図７、すなわち前記特許文献２（特開２０００－６５１５８号

公報：甲第７号証を参照。）の図１及び図３。）を前提にし、このようなもの

では、「内歯揺動体を外歯歯車の周りでバランス良く円滑に揺動させるのが難

しい」としている。そして、「全ての偏心体軸を『等しく駆動する』ことがで

きるようになるため、内歯揺動体をバランスよく且つ円滑に揺動駆動すること

ができる」（段落【００１８】）との記載に鑑みれば、内歯揺動体が外歯歯車

の周りで円滑に揺動駆動されることにより、原出願の当初明細書等に記載の課

題のうちの「動力伝達の更なる円滑化を図ることができる内歯揺動型内接噛合

遊星歯車装置を提供すること」（段落【００１５】）が解決されるといえる。

そうすると、前記発明が解決しようとする課題に照らせば、課題を解決するた
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めの手段において特定されている、外歯歯車と、その周りで揺動する内歯歯車

とを備えること（すなわち「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」であること。）

は、原出願の当初明細書等に記載された発明の本質にかかわる構成であって、

必須の構成といえる。 

 そして、当該必須の構成を備えていない「揺動型遊星歯車装置」が、上記課

題を解決できるとは、原出願の当初明細書等を精査しても、これを把握するこ

とはできない。 

 したがって、当該必須の構成を備えていない「揺動型遊星歯車装置」、すな

わち「外歯揺動型遊星歯車装置」は、原出願の当初明細書等に記載されている

のと同然であると理解する事項とまではいえない。 

  

（ウ） よって、外歯揺動型遊星歯車装置は、原出願の当初明細書等の記載か

ら自明な事項とはいえない。 

  

 ウ 小括 

  

 以上のことから、外歯揺動型遊星歯車装置を包含する訂正発明１は、原出願

の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係にお

いて、新たな技術的事項を導入しないものであるとはいえない。 

 したがって、外歯揺動型遊星歯車装置を包含する訂正発明１は、原出願の当

初明細書等に記載された事項の範囲内のものとはいえない。 

  

（４） 被請求人の主張について 

 ア 被請求人は、乙第８号証（右下の「訂正発明１を外歯揺動型遊星歯車装

置に適用した場合の模式図」を参照。）を提出し、乙第７号証、乙第１０号証、

乙第１１号証及び乙第１２号証と併せて、原出願の当初明細書等の記載及び出

願時の技術常識から駆動源側のピニオンから偏心体軸に至るまでの動力伝達系

を外歯揺動型に適用した構成も自明である旨主張している。（平成２７年８月

２１日付け意見書５ページ３１行～３６行を参照。） 

  

 上記の主張について検討する。  

 乙第８号証の外歯揺動型は、揺動体に設けられる外歯と中間軸及び入力軸と

が干渉しないように、前記相応の工夫をしている（前記「（３）イ（イ－１）」

を参照。） 

 他方、乙第７号証、乙第１０号証、乙第１１号証及び乙第１２号証に開示さ

れた技術は、上記「（３）イ（ア）」で説示したように、揺動型遊星歯車装置

において、中心部をホロー構造とすること、及び中間軸を設けて回転駆動する

ことについて、その限りで出願時の技術常識であること、並びに、ホロー構造、

駆動源側のピニオン、伝動外歯歯車、偏心体軸歯車又は中間軸の個々の技術自

体が周知技術又は慣用技術であることを示したにとどまる。 

 また、甲第６号証（図５、６を参照。）には、内歯揺動体６１２Ａ、６１２

Ｂに入力軸６０５を貫通させたものが記載されてはいるものの、甲第６号証記
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載のものは、中間軸すら備えておらず、外歯揺動型でもなく、したがって、訂

正発明１のうちの外歯揺動型遊星歯車装置の前記の相応の工夫を示唆するもの

ではない。 

 すなわち、上記各証拠は、中間軸を備えていないものやこれを備えていても

単に中間軸が存在するというものに止まり、前記相応の工夫について示唆する

どころか、その中間軸から偏心体軸に至るまでの動力伝達系の主要な構成その

ものが、訂正発明１と大きく異なっている。 

 加えて、乙第８号証の外歯揺動型のように、中間軸が外歯揺動歯車の中を貫

通させた点については、原出願の当初明細書等に記載されているものではなく、

かつ原出願の当初明細書等の記載から自明な事項でもなく、むしろ、「ここで、

本発明の実施形態の例に係る歯車装置１００によれば、内歯揺動体１１６Ａ、

１１６Ｂよりも半径方向外側位置に、外歯歯車（出力軸）１１８と平行に前記

中間軸１０８を配置し、・・・」（段落【００３９】）との記載、すなわち揺

動歯車よりも半径方向外側位置に中間軸を配置する旨の記載に反するものであ

る。 

 更に、乙第８号証の外歯揺動型のように、モータ軸と一体的に回転するピニ

オンを固定部材よりも軸方向で外側（乙第８号証において左側）に配置した点

については、原出願の当初明細書等に明示的に記載されているものではなく、

かつ原出願の当初明細書等の記載から自明な事項でもなく、むしろ、「そのた

め、入力軸１０４を、従来のように歯車装置１００の軸心Ｌ１上にではなく、

半径方向外側に移動した位置に配置することができるようになる。この結果、

装置全体の軸方向長さを短縮できる。」（段落【００３９】）、及び「入力軸

を偏心体歯車の軸心に対して直角に配置し、直交軸歯車機構を付設する構成と

してもよい。この場合、歯車装置を駆動するモータ等の駆動装置をも歯車装置

の径方向に配置することができ、特に軸方向において一層の省スペース化を図

ることが可能となる。」（段落【００４５】）との記載、すなわち軸方向長さ

を短縮する旨の記載に反するものである。 

 そうすると、外歯揺動型遊星歯車装置の個々の部品や部分的な構成が、周知

技術又は慣用技術として技術常識であったとしても、訂正発明１のうちの外歯

揺動型遊星歯車装置の、中間軸から偏心体軸に至るまでの動力伝達系の主要な

構成について前記相応の工夫をしたものまでもが、原出願の当初明細書等の記

載及び出願時の技術常識から自明であるとまではいえない。 

 よって、被請求人の上記主張は理由がない。 

  

 イ 被請求人は、２型の内歯揺動型遊星歯車装置と２型の外歯揺動型遊星歯

車装置において共通する技術の存在を媒介として、２型の外歯揺動型遊星歯車

装置が、原出願の当初明細書等の記載から自明である旨主張している。 

  

 上記の主張について検討する。 

 原出願の当初明細書等に記載された発明（以下、「原発明」という。）の課

題は、「装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保することが

できると共に、動力伝達の更なる円滑化を図ることができる内歯揺動型内接噛
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合遊星歯車装置を提供すること」（段落【００１５】）であるところ、原発明

は、これを解決するために、内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置を前提として

（段落【０００１】）、「外歯歯車と該外歯歯車と僅少の歯数差を有する内歯

歯車とを有すると共に、前記内歯歯車を揺動回転させるための偏心体軸を備え、

該偏心体軸に配置された偏心体を介して外歯歯車の周りで内歯歯車を揺動回転

させる内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置において、前記偏心体軸を、前記外歯

歯車の軸心と平行に複数備えると共に、該複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれ

た偏心体軸歯車と、該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に

噛合する伝動外歯歯車と、を備え、該伝動外歯歯車を介して前記駆動源側のピ

ニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達されるように構成する」

（段落【００１６】）という技術を採用したものである。そして、同技術に更

に限定を加えた訂正発明１は、駆動源側のピニオン、伝動外歯歯車、偏心体軸

歯車及び中間軸の関係を特定するものと解されることから、換言すれば、「ケ

ーシングと、複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、該偏心体

軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と、該

伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に、該駆動源

側のピニオンが組込まれた中間軸と、前記ケーシングの内側で、該ケーシング

に回転自在に支持され、揺動型遊星歯車装置において減速された回転を出力す

る出力軸と、を備え、前記伝動外歯歯車は、単一の歯車からなり、前記出力軸

に軸受を介して支持され、前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側

のピニオンを回転させ、前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回

転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達され、前記駆動源側のピニオン、前

記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車が、同一平面上で噛み合う」よ

うに構成するという技術（以下、「本件技術」という。）を開示するものと解

される。 

 当該本件技術については、上記「（３）イ（イ－１）」で検討したように、

２型の外歯揺動型遊星歯車装置は、その中間軸から偏心体軸に至るまでの動力

伝達系の主要な構成について前記相応の工夫が必要であり、原出願の当初明細

書等の記載及び出願時の技術常識から自明であるとまではいえないから、本件

技術を２型の外歯揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できるということはできな

い。 

 そうすると、本件技術が、２型の内接歯合遊星歯車装置と２型の外歯揺動型

遊星歯車装置において共通する技術の存在を媒介として２型の外歯揺動型遊星

歯車装置が、原出願の当初明細書等の記載から自明な事項とはいえない。 

 よって、被請求人の上記主張は理由がない。 

  

 ウ 被請求人は、乙第８号証として提示しつつ、訂正発明１を、判決におい

て「想定できる」とされた、内側に出力軸、外側に固定部材を配置する「２型

の外歯揺動型遊星歯車装置」に減縮した旨主張している（平成２７年４月２２

日付け上申書８ページ２３行～２７行）。 

 確かに、前記判決において「本件技術を前記１型及び２形に適用できるか否

かについて検討すると・・・伝動外歯歯車と出力軸との上記位置関係を前提と
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すると、２型においては、出力部材が内側となることから、『伝動外歯歯車は

単一の歯車からなり、出力軸（出力部材）に軸受を介して支持され』る構成を

想定できる・・・」（前記判決の２８ページ１行～１１行を参照。）と判示し

ている。 

 しかし、上記判示事項は、訂正発明１を２型の外歯揺動型に適用した場合に、

訂正発明１のうちの「伝動外歯歯車は単一の歯車からなり、出力軸（出力部材）

に軸受を介して支持され」るとの構成自体については、「想定できる」とした

にとどまり、訂正発明１を２型の外歯揺動型遊星歯車装置に適用したもの全体

が想定できることまでをいうものではないと考える。 

 むしろ、乙第８号証に記載のものは、「（３）イ（イ－１）」で検討したよ

うに、相応の工夫を加えた上で２型の外歯揺動型遊星歯車装置を「想定できる」

ものであって、「想定できる」という可能性と原出願の当初明細書等の全ての

記載を総合することにより導かれる事項との関係において、新たな技術的事項

を導入しないものであるか否かとは、別個の問題であるというべきである。 

 よって、被請求人の上記主張は理由がない。 

  

 エ 被請求人は、訂正発明１を２型の外歯揺動型遊星歯車装置に適用し得る

ことは、原出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事

項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである旨主張してい

る。（平成２７年１２月１８日付け上申書１１ページ２８行～１２ページ１３

行） 

 しかし、訂正発明１を２型の外歯揺動型遊星歯車装置に適用することは、原

出願の当初明細書等で発明の対象としていなかった「外歯揺動型遊星歯車装置」

であるし、「（３）イ（イ－１）」で検討したように、相応の工夫を必要とす

るものであるから、適用すること自体が、新たな技術上の意義を有するという

べきである。 

 したがって、訂正発明１を２型の外歯揺動型に適用し得るとしても、原出願

の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係にお

いて、新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。 

 よって、被請求人の上記主張は理由がない。 

  

 オ 被請求人は、乙第４～７号証を提示しつつ、訂正発明１は、内歯揺動型

と外歯揺動型に共通する動力伝達系に関するものである旨主張している。（平

成２７年１２月１８日付け上申書１７ページ２５行～１８ページ２３行。） 

 確かに、乙第４～６号証に記載のものは、いずれも歯車装置の一部である歯

車の部分に関するものである点で内歯揺動型と外歯揺動型に共通する動力伝達

系に関するものであるとはいえる。また、乙第７号証記載のものは、ピニオン

２１（外歯揺動歯車）の内側の形状が円形であり、他に内歯揺動型に適用する

ことを妨げる構成があるものでもない点で内歯揺動型と外歯揺動型に共通する

動力伝達系に関するものであるとはいえる。 

 しかし、訂正発明１は、「前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源

側のピニオンを回転させ、前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの
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回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達され、前記駆動源側のピニオン、

前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車が、同一平面上で噛み合う」

との、中間軸から偏心体軸に至るまでの動力伝達系の主要な構成を備えている

のに対して、乙第４～７号証記載のものは、そもそも中間軸さえ備えておらず、

上記構成を充足するものではないから、揺動型遊星歯車装置の中間軸から偏心

体軸に至るまでの動力伝達系の主要な構成が相違している。また、訂正発明１

は、上記の構成のみならず、「前記伝動外歯歯車は単一の歯車からなる」など、

その他の部品の配置、構成を発明特定事項とするものである。 

 そうすると、乙第４～７号証に記載された単純な構成が、内歯揺動型と外歯

揺動型の両方に利用できるものであるといえても、中間軸から偏心体軸に至る

までの動力伝達系の主要な構成及び「前記伝動外歯歯車は単一の歯車からなる」

など、その他の部品の配置、構成も含めて、これらを全体として検討すれば、

直ちに訂正発明１が内歯揺動型と外歯揺動型に共通する動力伝達系に関するも

のであるとはいえない。 

 よって、被請求人の上記主張は理由がない。 

  

（５） 小括 

 訂正発明１は、原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内のものとは

いえないから、訂正発明２について検討するまでもなく、本件出願は、分割の

要件を満たさないものである。 

  

 ２ 当審で通知した無効理由（特許法第２９条第１項第３号違反）について 

（１） 本件出願の出願日について 

 前記「１」に記載したように、本件出願は分割の要件を満たさないから、出

願日の遡及は認められず、本件出願の願書を提出した平成２０年７月１１日が

その出願日とされる。 

  

（２） 引用文献及びその記載事項 

 本件出願の出願日（平成２０年７月１１日）より前の平成１６年１０月２１

日に頒布された刊行物であり原出願の公開公報である特開２００４－２９３７

４３号公報（以下「引用文献」という。）に記載された事項は、前記「１

（１）」に記載したとおりである。 

  

（２－１）引用発明１について 

 引用文献の上記記載事項及び図１～７に記載の内容を総合して、訂正発明１

の記載ぶりに則って整理すると、引用文献には、「内歯揺動型内接噛合遊星歯

車装置」について、その実施の形態として次の発明（以下「引用発明１」とい

う。）が記載されている。 

「中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保するためのホローシャフ

トタイプの出力軸兼用の外歯歯車１１８を備え、 

 ３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）の各々に配置された偏心体１

４０Ａ、１４０Ｂを介して内歯揺動体（内歯歯車）１１６Ａ、１１６Ｂを揺動
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回転させる内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置において、 

 本体ケーシング１０２と、 

 前記３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）にそれぞれ組込まれた偏

心体軸歯車１１２と、 

 前記偏心体軸歯車１１２及び駆動源側ピニオン１３０がそれぞれ同時に噛合

するリング状の伝動外歯歯車１１０と、 

 前記リング状の伝動外歯歯車１１０の回転中心軸と異なる位置に平行に配置

されるとともに、該駆動源側ピニオン１３０が組込まれた中間軸１０８と、 

 前記本体ケーシング１０２の内側で、該本体ケーシング１０２に回転自在に

支持され、当該内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置において減速された回転を出

力する出力軸兼用の外歯歯車１１８と、 

を備え、 

 前記リング状の伝動外歯歯車１１０は、単一の歯車からなり、前記出力軸兼

用の外歯歯車１１８に軸受１３２を介して支持され、 

 前記中間軸１０８を回転駆動することにより前記駆動源側ピニオン１３０を

回転させ、前記リング状の伝動外歯歯車１１０を介して該リング状の伝動外歯

歯車１１０の回転が前記３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）にそれ

ぞれ組込まれた偏心体軸歯車１１２に同時に伝達され、 

 前記駆動源側ピニオン１３０、前記リング状の伝動外歯歯車１１０および前

記３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）にそれぞれ組込まれた偏心体

軸歯車１１２が、同一平面上で噛み合う 

 内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。」 

  

（２－２）引用発明２について 

 同じく、引用文献の上記記載事項及び図１～７に記載の内容を総合して、訂

正発明２の記載ぶりに則って整理すると、引用文献には、「内歯揺動型内接噛

合遊星歯車装置」について、その実施の形態として次の発明（以下「引用発明

２」という。）が記載されている。 

「中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保するためのホローシャフ

トタイプの出力軸兼用の外歯歯車１１８を備え、 

 ３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）の各々に配置された偏心体１

４０Ａ、１４０Ｂを介して内歯揺動体（内歯歯車）１１６Ａ、１１６Ｂを揺動

回転させる内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置において、 

 前記３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）にそれぞれ組込まれた偏

心体軸歯車１１２と、 

 前記偏心体軸歯車１１２及び駆動源側ピニオン１３０がそれぞれ同時に噛合

するリング状の伝動外歯歯車１１０と、 

 前記リング状の伝動外歯歯車１１０の回転中心軸と異なる位置に平行に配置

されるとともに、該駆動源側ピニオン１３０が組込まれた中間軸１０８と、 

 当該内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置において減速された回転を出力する出

力軸兼用の外歯歯車１１８と、 

 前記内歯揺動体（内歯歯車）１１６Ａ、１１６Ｂと噛合い、出力軸としての
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機能を兼用する前記外歯歯車１１８と 

を備え、 

 前記リング状の伝動外歯歯車１１０は、単一の歯車からなり、前記出力軸兼

用の外歯歯車１１８に軸受１３２を介して支持され、 

 前記中間軸１０８を回転駆動することにより前記駆動源側ピニオン１３０を

回転させ、前記リング状の伝動外歯歯車１１０を介して該リング状の伝動外歯

歯車１１０の回転が前記３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）にそれ

ぞれ組込まれた偏心体軸歯車１１２に同時に伝達され、 

 前記駆動源側ピニオン１３０、前記リング状の伝動外歯歯車１１０および前

記３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）にそれぞれ組込まれた偏心体

軸歯車１１２が、同一平面上で噛み合い、 

 前記中間軸１０８は、当該内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置と連結されるモ

ータＭのモータ軸と一体的に回転するピニオン１０４Ａと噛み合うギヤ１２８

が組み込まれている 

 内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。」 

  

（３） 対比・判断 

（３－１） 訂正発明１について 

 訂正発明１と引用発明１とを対比する。 

 引用発明１の「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」は、訂正発明１の「揺動

型遊星歯車装置」に相当する。 

 以下同様に「３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）」は「複数の偏

心体軸」に、 

 「偏心体１４０Ａ、１４０Ｂ」は「偏心体」に、 

 「内歯揺動体（内歯歯車）１１６Ａ、１１６Ｂ」は「揺動歯車」に、 

 「本体ケーシング１０２」は「ケーシング」に、 

 「偏心体軸歯車１１２」は「偏心体軸歯車」に、 

 「駆動源側ピニオン１３０」は「駆動源側のピニオン」に、 

 「リング状の伝動外歯歯車１１０」は「伝動外歯歯車」に、 

 「中間軸１０８」は「中間軸」に、 

 「出力軸兼用の外歯歯車１１８」は「出力軸」に、 

 「軸受１３２」は「軸受」に、 

 「３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）にそれぞれ組込まれた偏心

体軸歯車１１２」は「複数の偏心体軸歯車」に、それぞれ相当する。 

  

 また、引用発明１の「中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保す

るためのホローシャフトタイプの出力軸兼用の外歯歯車１１８を備え」ること

は、訂正発明１の「中心部がホロー構造とされ」ていることに相当する。 

  

 以上のことから、訂正発明１と引用発明１とは、下記の点で一致する。 

「中心部がホロー構造とされ、複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介

して揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において、 
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 ケーシングと、 

 前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、 

 該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯

歯車と、 

 該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に、該駆

動源側のピニオンが組込まれた中間軸と、 

 前記ケーシングの内側で、該ケーシングに回転自在に支持され、当該揺動型

遊星歯車装置において減速された回転を出力する出力軸と、 

を備え、 

 前記伝動外歯歯車は、単一の歯車からなり、前記出力軸に軸受を介して支持

され、 

 前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ、

前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸

歯車に同時に伝達され、 

 前記駆動源側のピニオン、前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車

が、同一平面上で噛み合う 

 揺動型遊星歯車装置。」 

  

 そして、訂正発明１の構成のうちで、引用発明１が備えていない構成はない。 

 したがって、訂正発明１は、引用文献に記載された発明（引用発明１）であ

る。 

  

（３－２） 訂正発明２について 

 訂正発明２と引用発明２とを対比する。 

 引用発明２の「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」は、訂正発明２の「揺動

型遊星歯車装置」に相当する。 

 以下同様に「３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）」は「複数の偏

心体軸」に、 

 「偏心体１４０Ａ、１４０Ｂ」は「偏心体」に、 

 「内歯揺動体（内歯歯車）１１６Ａ、１１６Ｂ」は「内歯揺動歯車」に、 

 「偏心体軸歯車１１２」は「偏心体軸歯車」に、 

 「駆動源側ピニオン１３０」は「駆動源側のピニオン」に、 

 「リング状の伝動外歯歯車１１０」は「伝動外歯歯車」に、 

 「中間軸１０８」は「中間軸」に、 

 「出力軸兼用の外歯歯車１１８」は「出力軸」に、 

 「軸受１３２」は「軸受」に、 

 「３本の偏心体軸１１４（１１４Ａ～１１４Ｃ）にそれぞれ組込まれた偏心

体軸歯車１１２」は「複数の偏心体軸歯車」に、 

 「モータＭ」は「モータ」に、 

 「モータ軸」は「モータ軸」に、 

 「ピニオン１０４Ａ」は「ピニオン」に、 

 「噛み合うギヤ１２８」は「噛合うギヤ」に、それぞれ相当する。 
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 また、引用発明２の「中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保す

るためのホローシャフトタイプの出力軸兼用の外歯歯車１１８を備え」ること

は、訂正発明２の「中心部がホロー構造とされ」ていることに相当する。 

  

 以上のことから、訂正発明２と引用発明２とは、下記の点で一致する。 

「中心部がホロー構造とされ、複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介

して内歯揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において、 

 前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、 

 該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯

歯車と、 

 該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に、該駆

動源側のピニオンが組込まれた中間軸と、 

 当該揺動型遊星歯車装置において減速された回転を出力する出力軸と、 

 前記内歯揺動歯車と噛合い、前記出力軸としての機能を兼用する外歯歯車と、 

を備え、 

 前記伝動外歯歯車は、単一の歯車からなり、前記出力軸に軸受を介して支持

され、 

 前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ、

前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸

歯車に同時に伝達され、 

 前記駆動源側のピニオン、前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車

が、同一平面上で噛み合い、 

 前記中間軸は、当該揺動型遊星歯車装置と連結されるモータのモータ軸と一

体的に回転するピニオンと噛合うギヤが組み込まれている 

 揺動型遊星歯車装置。」 

  

 そして、訂正発明２の構成のうちで、引用発明２が備えていない構成はない。 

 したがって、訂正発明２は、引用文献に記載された発明（引用発明２）であ

る。 

  

（４） 小括 

 以上のことから、訂正発明１及び訂正発明２は、いずれも引用文献に記載さ

れた発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けるこ

とができない発明である。 

  

第８ むすび 

 以上のとおり、訂正発明１及び訂正発明２は、いずれも特許法第２９条第１

項第３号の規定に違反してされたものであるから、特許法第１２３条第１項第

２号に該当し、請求人の主張する無効理由１～３及び当審が通知した平成２５

年２月２７日付け無効理由通知書における無効理由について検討するまでもな

く、訂正発明１及び訂正発明２に係る特許は、無効とされるべきものである。 
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 審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民

事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

  平成２８年４月５日 

 

審判長 特許庁 審判官 小柳 健悟 

特許庁 審判官 小関 峰夫 

特許庁 審判官 中川 隆司 

 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）  

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係る相手

方当事者を被告として、提起することができます。 

 

 

〔審決分類〕Ｐ１１１３．０３－ＺＡＡ（Ｆ１６Ｈ） 

１１３ 

８４１ 

８５１ 

８５３ 

８５７ 

 

 

 審判長 特許庁 審判官 小柳 健悟 8417 

 特許庁 審判官 中川 隆司 8509 

 特許庁 審判官 小関 峰夫 8511 

 

 


